
                        

平成 25 年 2 月 8 日 

各    位 

会 社 名  ニ チ バ ン 株 式 会 社             

代表者名  代表取締役社長 堀田 直人 

 （コード番号 4218 東証、大証第 1 部） 

問合せ先  取締役 執行役員  

管理本部長 酒井寛規 

    （TEL．03－5978－5601） 

 
（訂正）「平成 25 年 4 月 1 日付組織改定ならびに  

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について  
 

 

本日平成 25 年 2 月 8 日開示いたしました「平成 25 年 4 月 1 日付組織改定ならびに取締役および

執行役員の異動」の記載内容に一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。な

お、訂正箇所は下線で示しております。 
 
 

記 

 

【訂正前】 

・東日本メディカル営業部および西日本メディカル営業部を「ヘルスケア営業統括部」、 

「医療材営業統括部」に再編する。 

 

・東日本テープ営業部および西日本テープ営業部を「オフィスホーム営業統括部」、「工業品 

営業統括部」に再編する。 

 

【訂正後】 

・メディカル東日本営業部およびメディカル西日本営業部を「ヘルスケア営業統括部」、 

「医療材営業統括部」に再編する。 

 

・テープ東日本営業部およびテープ西日本営業部を「オフィスホーム営業統括部」、「工業品 

営業統括部」に再編する。 

   
 

以    上 
      



                        

平成 25 年 2 月 8 日 

各    位 

会 社 名  ニ チ バ ン 株 式 会 社             

代表者名  代表取締役社長 堀田 直人 

 （コード番号 4218 東証、大証第 1 部） 

問合せ先  取締役 執行役員  

管理本部長 酒井寛規 

    （TEL．03－5978－5601） 

 
平成 25 年 4 月 1 日付 組織改定ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ  

 
当社は、平成 25 年 2 月 8 日開催の取締役会において、以下のとおり「平成 25 年 4 月 1 日付組織改定 

ならびに取締役および執行役員の異動」につきまして決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 

    
１．組織改定の趣旨 

２０１３年度（平成２５年度）【ＮＢ１００】Stage２のスタートにあたり、【ＮＢ１００】 

ビジョン達成に向けて『組織力(そしきのちから)』の強化と『現場力(げんばのちから)』の 

向上を実現するとともに、Stage２戦略を着実に実行し目標達成に向けてスピーディーで効率 

的な業務運営を実践するため、下記の通り組織改定を実施する。 

組織図（別添） 

 

２．組織改定の内容 

 

１）【ＮＢ１００】必達に向けた戦略スタッフの強化 

社内外への情報発信力の強化をはかり、全社的な広報活動を推進するため、経営トップ直轄 

組織として「広報宣伝室」を新設する。  

また「役員室」も管理本部から独立し経営トップ直轄組織とする。 
 

２）事業本部の開発・生産・営業機能と運営管理の強化 

『事業フィールド』戦略の迅速かつ確実な実践に向け両事業本部の機能強化をはかるため、 

事業本部長をサポートし事業運営を統括する「開発担当」、「生産担当」、「営業担当」を 

設置する。 
 

３）営業関連組織の再編 
      専門性を高め、営業の力を育てることにより、市場変化へのスピーディーで柔軟な対応が 

できる組織を目指し、両事業本部の営業関連組織を再編する。 

①  メディカル事業本部 

・ メディカル東日本営業部およびメディカル西日本営業部を「ヘルスケア営業統括部」、 

「医療材営業統括部」に再編する。 

・「ヘルスケア営業統括部」の傘下組織として各エリアには「支店」を設置する。 

・「医療材営業統括部」の傘下組織として「東日本営業部」、「西日本営業部」を設置する。 

②  テープ事業本部 

・ テープ東日本営業部およびテープ西日本営業部を「オフィスホーム営業統括部」、 

「工業品営業統括部」に再編する。 

・「オフィスホーム営業統括部」の傘下組織として各エリアには「支店」を設置する。 

・「工業品営業統括部」の傘下組織として「東日本営業部」、「中部営業部」、「西日本 

  営業部」を設置する。 

 

４）営業管理組織の名称変更と業務の連携強化 

東日本営業管理センターおよび西日本営業管理センターを「東日本営業管理部」、「西日本 

営業管理部」に名称変更し、業務の連携強化をはかるため「東日本受注センター」、「西日本 

受注センター」をそれぞれの傘下に置く。 
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